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【最新情報1月号　トピック一覧】
＊文部科学省

・平成24年度　子供の学習費調査について（1月10日）

＊厚生労働省
・平成26年度「児童福祉週間」の標語が決定しました（1月16日）
＊内閣府男女共同参画局

・配偶者暴力防止法の平成25年一部改正情報

　（関連情報）配偶者からの暴力との関係

　　　　○定義「配偶者からの暴力」

　　（関連情報）

　　　　○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本な方針（概要）　
＊朝日新聞

・体罰隠蔽、横行か　大阪市への学校報告　外部調査で指摘（1月5日）
・東京）いじめ防止条例、都内初の制定へ　国分寺市（1月8日）
・（ニュースＱ３）日テレ連ドラ、施設の子差別生む？　ただの作り話？（1月22日）
・産後入院、ママに勇気　育児教え不安軽減（１月２２日）
・ハーグ条約、政府が署名　国際結婚破綻、子の扱い規定　４月加盟（1月25日）
・「明日、ママがいない」は差別・偏見につながるのか（1月21日）
・（孫のフシギ）壁をこえて：上　「常識」は世につれ（1月26日）

・「当たり前」ならできるかな　校則にかわる試み　教研集会で報告（1月27日）
・京都）障害者への虐待、府内で３８人認定（１月２６日）
・（いま子どもたちは）放課後の家：２　ストレス、いじめで解消していた（1月30日）
＊読売新聞

・恋人の暴力で殺されるかも！改正ＤＶ法の保護は？（1月22日）

・（いま子どもたちは）居場所を求めて：反響編　子どものＳＯＳ、見逃すな（１月３０日）
*毎日新聞

・発信箱:あれから１年＝落合博（1月9日）

・社説:スポーツと暴力　新機関を機に根絶図れ（1月10日）

・社説:道徳の教科化　規格化はそぐわない（1月12日）
・１５歳のニュース:スクールクライシス学校危機・心と命を救おう　人が妬ましくなったら／大阪

（1月25日）

・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:東日本大震災：被災地の子供、心に影　教研集会で報告（1月27日）
・いじめ防止:県教委、意見を募集　／徳島（1月30日）

・新教育の森:体罰対策／４　連鎖を絶つ　九州共立・大木寺准教授、勝利至上主義の功罪問う　「絶対視」見直して　／福岡（1月31日）

＊文部科学省

・平成24年度　子供の学習費調査について（1月10日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2014/01/10/1343235_1.pdf
＊厚生労働省
・平成26年度「児童福祉週間」の標語が決定しました（1月16日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034987.html
＊内閣府男女共同参画局
・配偶者暴力防止法の平成25年一部改正情報

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月26日に成立し、同年7月3日に公布されました。なお、施行日は平成26年1月3日となります。
今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなります。
また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められます。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dv2507.html
　（関連情報）配偶者からの暴力との関係

　　　　○定義「配偶者からの暴力」

　　　　　・「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後（事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。）も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
・「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。
・生活の本拠を共にする交際相手（婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除きます。）からの暴力について、この法律を準用することとされています。また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/index2.html
　　（関連情報）
　　　　○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する


基本な方針（概要） 　[PDF形式:319KB] （12月26日）
http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/haibouhou_pdf/dv_kihon_gaiyou.pdf
＊朝日新聞
・体罰隠蔽、横行か　大阪市への学校報告　外部調査で指摘（1月5日）
教師の体罰・暴力の実態を把握するため、大阪市が委嘱した弁護士チームが昨年市立学校を調べた結果、一部の中学校で暴力を知りつつ市教委に報告しなかったり、調査せずに「教諭から聴取した」などとうそを伝えたりした疑いがあることが朝日新聞の取材でわかった。教諭をかばうため、虚偽の報告書を作った疑いも浮上。チームは市教委に再調査を求めた。
　市立桜宮（さくらのみや）高校で一昨年発覚した暴力問題を機に、市が弁護士でつくる「外部監察チーム」に調査を依頼。チームは外部から情報が寄せられた小中高など計４１校を調べ、２４校で体罰・暴力を確認した。市教委は昨年１２月にその調査概要のみを公表したが、隠蔽（いんぺい）などの疑いには触れなかった。

　チームが作った報告書によると、ある中学のハンドボール部顧問が昨年４月以降に生徒を平手でたたいたり、ボールをぶつけたりしていた。顧問も「女子生徒数人や３年男子全員をたたいた」と認め、被害をうかがわせる生徒のアンケートも存在した。だが、校長は「指導の一環であり体罰ではない」として市教委に一切報告書を出していなかった。

　別の中学では昨年、調査を求めた市教委に「体罰はなかった」と報告。当時の校長はチームに「体罰があれば申し出るよう教員に求めた」と説明した。しかしチームが聞き取ると、教諭８人が平手打ちや蹴る行為などをしたと申し出、複数の教員が「校長から体罰の有無を尋ねられていない」と述べたという。チームは「校長は調査しなかった可能性がある」と指摘した。

　また、別の中学では同じ教諭による暴力３件を確認。このうち２０１０年１２月ごろ生徒の頭を平手でたたいた件について、校長は市教委への報告書で「（直前に）生徒が『お前、殺してやる』と向かってきた。興奮していて静止できなかった」と書き、教諭の行為を正当防衛としていた。

　だが、チームが確認したところ、教諭は「『殺してやる』と発言された事実はない」と話した。チームは「校長が教諭をかばおうとした可能性も否定できない」と再調査を求めた。

　他にも、学校の報告では「生徒がバランスを崩し倒れた」とされたが、調査に応じた目撃者は「講師が生徒を背負い投げした」と述べた▽生徒を数回平手でたたき、蹴る暴力を把握した市教委の担当者が、「指導熱心な教諭」だとして処分を担当する部署に伝えなかった、などの例もあったという。（尾崎文康）

　■桜宮高暴力事件を巡る主な動き

〈２０１２年〉

１２月　大阪市立桜宮高校男子バスケ部の顧問（当時）が主将だった男子生徒に暴力

２３日　生徒が自宅で自殺

〈２０１３年〉

１月　大阪市教委が生徒の自殺を公表

２月　市外部監察チームが、「教諭の暴力が自殺の大きな要因」と指摘する報告書を公表。市教委が元顧問を懲戒免職処分

３月　大阪府警が傷害と暴行の容疑で元顧問を書類送検

７月　大阪地検が元顧問を在宅起訴
９月　大阪地裁で元顧問に執行猶予付きの有罪判決

１２月　同チームが、市立小中高校における暴力や体罰の調査結果を公表。外部通報のあった４１校中２４校で認定

http://digital.asahi.com/articles/ASG142P7QG14PTIL001.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG142P7QG14PTIL001
・東京）いじめ防止条例、都内初の制定へ　国分寺市（1月8日）
国分寺市が、いじめを調査する第三者機関の設置を盛り込んだ「子どもいじめ虐待防止条例」の制定を目指している。条例案を３月の市議会に諮り、早ければ４月に成立させたい考えだ。成立すれば、都内の自治体では初めてとなる。市は現在、条例案を公表し、市民から意見を募っている。
　条例案は、いじめを「心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットによるものを含む）で、心身の苦痛を感じているもの」と定義。その上で、市に対して、保護者や学校などと協力し、予防や解決を図るための必要な施策をし、お互いがすぐに連絡できる態勢を整えなければならないと定めている。

　学校には、校内での情報共有を図り、いじめが判明した時は被害者と加害者、それぞれの家庭への専門的な支援をするよう求めている。市民にも、いじめを見つけた場合はすぐに市や学校に通報する役割があるとしている。いずれも努力義務で、違反の罰則はない。

　秋までの施行に合わせ、第三者機関「市いじめ防止対策審議会」を設ける。いじめの相談や情報提供を受けた場合に調査をしたり、学校や教育委員会の対応が適切かどうか検証したりする。５人以内とする審議会委員は、法律家や福祉関係者などの専門家を想定している。

　いじめ防止に関する条例を巡っては、大津市のいじめ自殺問題を機に、同市や岐阜県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/可児市.html" \o "可児市のトピックスを開く" 可児市など全国で制定の動きが広がっている。昨年９月、いじめ防止対策推進法が施行され、自治体や学校にいじめ防止の基本方針をつくるよう求めている。都教育委員会などによると、板橋区など都内の他の自治体でも条例をつくる動きはあるという。国分寺市は、昨年７月に就任した井沢邦夫市長が、所信表明で年度内の成立を目指すと述べていた。

　市は、条例案を市のホームページで公表し、市民からの意見を１５日まで募集している。１０日には同市光町１丁目のひかりプラザで市民説明会を開く。問い合わせは市子ども家庭支援センター（０４２・５７２・８１３８）へ。

http://digital.asahi.com/articles/ASG174270G17UTIL010.html?_requesturl=articles/ASG174270G17UTIL010.html&iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG174270G17UTIL010
・（ニュースＱ３）日テレ連ドラ、施設の子差別生む？　ただの作り話？（1月22日）
　日本テレビ系のドラマ「明日、ママがいない」が議論を呼んでいる。施設で暮らす子どもたちへの差別や偏見につながるのか。フィクション＝作り物だと割り切って見ればいいのか。
　■女の子主役、あだ名ポスト

　２１日、全国児童養護施設協議会が会見を開き「施設の子どもが学校で（ドラマを見た子から）『お前ももらわれていくのか』と言われた」と改めて抗議。施設の子どもたちへの影響について調査を始めたという。

　同協議会は昨年１２月、第１話の脚本を確認して日テレ側に改善を求めたといい、日テレからは「回を重ねる中で変わっていく」との説明があったという。

　ドラマの舞台は児童養護施設。１５日に初回が放送された。芦田愛菜さん（９）演じる主人公は、赤ちゃんポストに預けられた過去から「ポスト」と呼ばれる。施設長は「お前たちはペットショップの犬と同じだ」とののしり、里親に「かわいげ」を見せるため、朝食の前に泣く練習をさせる。

　放送翌日、赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」を運営する慈恵病院（熊本市）が抗議の声を上げ、放送中止を求めた。

　蓮田太二院長はドラマについて「同じ立場の子が見たら傷つく。いじめにつながりかねない」。同院の赤ちゃんポストには昨年３月までに９２人が預けられ、児童養護施設に入り、学校に通っている子もいるという。

　■施設関係者「乱暴すぎる」

　児童養護施設は虐待や経済的理由などで親が育てられなくなった子を受け入れる。厚生労働省によると、２０１２年１０月時点で全国に５８９カ所あり、約３万人が暮らしている。

　自らも児童養護施設で過ごし、施設出身者の居場所作りを目指すＮＰＯ「日向（ひなた）ぼっこ」理事長・渡井隆行さん（３４）はいう。「施設を経験した僕だから、あれはフィクションだと言える。笑えるほどあり得ない描写。でも、知らない人はどう受け止めるだろうか」

　児童養護施設がかつて、迷惑施設とみなされたこともある。埼玉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/加須市.html" \o "加須市のトピックスを開く" 加須市の「光の子どもの家」は開設直前の１９８５年春、「親のいない子が来たら非行問題が起きる」と地元住民の反対運動にあった。

　職員が説明して回り、粘り強い交流を続け、地域に溶け込んでいった。ドラマを見た菅原哲男理事長（７５）は「言葉を選んでほしかった。乱暴すぎる」。

　■視聴者の目、信頼する声も

　一方、「視聴者はフィクションだと見極める目を持っているのではないか」というのは、テレビ評論家の丸山タケシさん。脚本監修が野島伸司さんであることについて、「世のタブーに触れたがる野島さんらしいお話。ただ今回は結末のつけかたが難しいのでは」。

　テレビ評論家のこうたきてつやさんは「脚本作りの段階で脚本家やプロデューサーの間で議論が尽くされたのか」と疑問を呈する。

　「ポストというあだ名に必然性があったのか。日テレは当事者の抗議を真摯（しんし）に受け止め、不用意だった言葉遣いについては謝罪するべきだ」とした上で、「今後の日テレの対応とドラマの展開を見届けたい」。

　第２回の放送予定は２２日。日本テレビは２１日、朝日新聞の取材に、慈恵病院への事前取材はしていないと認めたが、「放送を中止する予定はない」と回答した。（岩波精）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S10937781.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S10937781
・産後入院、ママに勇気　育児教え不安軽減（１月２２日）
　核家族や高齢出産が増える中、孤立しがちな出産直後の母親を癒やし、赤ちゃんの世話も学べる「産後入院」に力を入れる助産院や産婦人科が相次いでいる。児童虐待の予防や少子化対策にもなるとして、国や自治体も入院費用を補助する支援に乗り出した。（木下こゆる）
　「上手に飲めるね。家でも大丈夫だね」。昨年１１月中旬、横浜市南区のみやした助産院。産後入院用に改装した部屋で、宮下美代子院長は、同市戸塚区の公務員女性（３８）に声をかけた。女性は生後２２日目の長男をぎゅっと抱きしめた。

　不妊治療の末に授かった長男は早産で、女性と離れて２週間入院した。その間に哺乳瓶に慣れ、退院後も母乳を飲まずに泣き続けた。体重は出生時の約２６００グラムから増えなかった。

　飲ませようと必死で眠れない。「ダメな母親……」。自分を追い込む妻を見かねた夫（３９）の勧めで助産院に駆け込んだときは、涙が止まらない状態だった。

　入院は３泊４日。助産師のマンツーマン指導で、授乳のタイミングやコツ、楽な抱き方などを学んだ。夜は助産師に赤ちゃんを預け、ぐっすり眠った。

　「全部自分がやらなきゃという気負いが消えた。リズムもつかめた。これならやっていけそう」。長男の昼夜逆転も直り、落ち着いて眠るようになった。その後も日帰りで助産院に通い、授乳指導などを受けた。

　核家族や高齢出産が増えるなか、手本が得られず心のバランスを崩す母親は多い。仕事のように明確な手順のない育児に戸惑って自分を責めたり、母乳が出ないことに悩んだり……。

　そんな母親から育児相談を受ける中、みやした助産院が産後入院を始めたのは２００６年。「出産後すぐに助産院で育児のペースがつかめれば心に余裕が生まれる」と宮下院長は話す。

　１２年までの６年間で利用した１１３人のうち３５歳以上が４割近くを占める。高齢出産だと体力的な不安があったり、その親も高齢だったりするためだ。宮下院長は「高齢出産は増えており、産後入院のニーズはますます高まる」とみる。

　同様の取り組みは産科医にも広がっている。横浜市港北区の産婦人科「新横浜母と子の病院」は昨年３月に産後入院を始めた。東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/江東区.html" \o "江東区のトピックスを開く" 江東区の産婦人科病院も産後入院専用ベッドを増やした。

　■自治体、国の助成に動き

　産後入院は、産後間もない母子が助産院や専用施設に泊まり、助産師などから授乳や湯あみなどを習ったり、産後の体を休めたりする仕組みだ。ただ、健康保険の適用外で１泊数万円かかる。

　横浜市は昨年１０月、市内８カ所の助産院への産後入院費用を補助する制度を始めた。戸塚区の女性も３泊４日で９万円のところが１万２千円の負担で済んだ。

　市こども家庭課によると昨年１１月末までに２６人が利用。親が介護に忙しく助けてもらえない、双子の育児に手が回らないといったケースがあった。同課の担当者は「不安な母親を支え、産後うつの発見や虐待防止にもつなげたい」と語る。

　ただ、補助金が使えるのは保健師などとの面接で育児への不安が強いと認められる場合のみ。今年度の予算は５３３万円。財政的にも対象者を絞らざるを得ず、１回２～４日で１２０組程度の利用を見込む。

　東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/世田谷区.html" \o "世田谷区のトピックスを開く" 世田谷区は０８年、武蔵野大学に委託して産後入院専門施設「産後ケアセンター桜新町」を開設。区民の場合、利用料の９割を区が負担し、１泊２日６４００円で助産師の育児指導や臨床心理士のカウンセリングを受けながら休養できる。８床あるベッドはほぼ満床の状態が続く。

　家族の支援が得られず育児不安を抱える母親が対象だが、「元気そうでも困難を抱えている人を見逃してはならない」（区担当者）と、初産は極力受け入れているという。

　少子化対策の一環として厚生労働省も注目。産後入院費用の利用者負担を減らすモデル事業として新年度予算案に４億９千万円を盛り込んだ。全国４０市区町村での実施を目指す。

　ただ、国立保健医療科学院の福島富士子・特命統括研究官（母子保健政策）らが１２年度に実施した全国調査では、産後入院の助成制度があると答えたのは１６市区町にとどまった。助産院が少なく、都市部に偏在している課題も浮かんだ。福島研究官は「補助金だけでは虐待などのリスクが高い人しか救えない。企業が福利厚生に組み込むなど、継続できる制度にする必要がある」と話す。（木下こゆる）

http://digital.asahi.com/articles/ASG1D5DYLG1DUTIL00X.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG1D5DYLG1DUTIL00X
・ハーグ条約、政府が署名　国際結婚破綻、子の扱い規定　４月加盟（1月25日）
政府は２４日、国際結婚が破綻（はたん）したときの子どもの扱いを定める「ハーグ条約」に署名した。日本は４月１日から加盟する。紛争解決にあたるのは主に裁判所だが、弁護士会なども民間の紛争解決機関をつくる方向だ。加盟に向けて、詰めの準備が進む。
　■連れ去り先政府、引き渡しを支援

　ハーグ条約では、国外に無断で１６歳未満の子を連れ去られた親が、連れ去り先の政府機関（日本は外務省）に引き渡しを申請。政府機関は子の居場所を捜し、仲裁機関を紹介するなど返還に向け支援する。

　連れ去った親が引き渡しに応じなければ、裁判所が引き渡しの是非を判断する。虐待のように「子の心身に重大な危険」があると判断すれば、裁判所が引き渡しを拒む。

　日本の場合、加盟する４月以前の連れ去りは引き渡し適用外となる。ただし加盟前の連れ去りであっても、子と一時的に面会できるよう政府機関に支援を求めることができる。また日本人同士の親でも、一方が子を連れて国外に出れば引き渡し対象となる。

　加盟の背景には、欧米諸国から日本への「外圧」があった。国際結婚した日本人の離婚が年２万件近くに増え、日本人の親が子を日本に連れ帰るケースが多いためだ。

　■東京・大阪家裁で審理

　子を元の居住国に戻すかは、東京、大阪両家裁のいずれかが判断する。親同士で問題を解決できずに家裁まで持ち込まれる事例について、最高裁は年間数十件と想定。２家裁に審理を集中して対応することで、ノウハウを蓄積する考えだ。

　子を戻す手続きは、条約加盟以降に起きた子の連れ去りが対象となる。家裁への最初の申し立ては早ければ７月ごろになりそうだ。当事者間の合意による解決が多いとみられ、裁判所の執行官が強制的に親から子を引き離す事例は「ごくわずかではないか」（最高裁幹部）と予想されている。

　最高裁は、紛争処理の詳細を定めた規則を作成。執行官が子を引き離す際は「親の腕から強引に引き離さない」「子が拒めば無理をしない」などの注意事項も確認した。引き離しの方法のマニュアルを作っており、実際の場面を想定した訓練も実施する予定だ。

　■民間の紛争解決機関も

　民間の紛争解決機関をつくる動きも本格化している。家裁では日本語で審理が行われ、代理人の弁護士を雇うお金もかかるため、外国人の当事者に使いづらい面もある。そこで期待されているのが、国と提携する民間の調停機関での裁判外紛争解決手続き（ＡＤＲ）だ。調停費用も原則無料という利点がある。

　東京弁護士会では、外国語が得意な９人の弁護士と識者らで専門部署を設ける。外国人の当事者が頻繁に来日するのは困難なため、原則３回で決着を図る。出席できない当事者が、外国からインターネット電話の「スカイプ」で参加することもできる。

　大阪の同様の機関では、弁護士や社会福祉士らのほか、外国人の専門家も加わる予定だ。東京弁護士会の石本哲敏副会長は「紛争解決にお金がかけられない人にとっては、ＡＤＲが役立つのではないか」と話す。

　◆キーワード
　＜ハーグ条約＞　１９８３年に発効。国際結婚の増加に伴い、破局した夫婦の一方が無断で子を連れて国外に出るケースが相次ぎ、国際的なルール作りが必要となったことが背景にある。現在は欧米を中心に９０カ国が加盟。アジアは韓国、タイ、シンガポール、スリランカが加盟する。中国は香港、マカオのみで、本土に条約は適用されない。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S10943777.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S10943777
・「明日、ママがいない」は差別・偏見につながるのか（1月21日）
日本テレビ系のドラマ「明日、ママがいない」が議論を呼んでいる。施設で暮らす子どもたちへの差別や偏見につながるのか。フィクション＝作り物だと割り切って見ればいいのか。
■主役の女の子、あだ名は「ポスト」

　２１日、全国児童養護施設協議会が会見を開き「施設の子どもが学校で（ドラマを見た子から）『お前ももらわれていくのか』と言われた」と改めて抗議。施設の子どもたちへの影響について調査を始めたという。

　同協議会は昨年１２月、第１話の脚本を確認して日テレ側に改善を求めたといい、日テレからは「回を重ねる中で変わっていく」との説明があったという。同協議会は「状況が変わらなければ、放送中止の申し入れも検討する」としている。

　ドラマの舞台は児童養護施設。１５日に初回が放送された。芦田愛菜さん（９）演じる主人公は、赤ちゃんポストに預けられた過去から「ポスト」と呼ばれる。施設長は「お前たちはペットショップの犬と同じだ」とののしり、里親に「かわいげ」を見せるため、朝食の前に泣く練習をさせる。

　放送翌日、赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」を運営する慈恵病院（熊本市）が抗議の声を上げ、放送中止を求めた。

　蓮田太二院長はドラマについて「同じ立場の子が見たら傷つく。いじめにつながりかねない」。同院の赤ちゃんポストには昨年３月までに９２人が預けられ、児童養護施設に入り、学校に通っている子もいるという。

　児童養護施設は虐待や経済的理由などで親が育てられなくなった子を受け入れる。厚生労働省によると、２０１２年１０月時点で全国に５８９カ所あり、約３万人が暮らしている。

　自らも児童養護施設で過ごし、施設出身者の居場所作りを目指すＮＰＯ「日向（ひなた）ぼっこ」理事長・渡井隆行さん（３４）はいう。「施設を経験した僕だから、あれはフィクションだと言える。笑えるほどあり得ない描写。でも、知らない人はどう受け止めるだろうか」

　児童養護施設がかつて、迷惑施設とみなされたこともある。埼玉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/加須市.html" \o "加須市のトピックスを開く" 加須市の「光の子どもの家」は開設直前の１９８５年春、「親のいない子が来たら非行問題が起きる」と地元住民の反対運動にあった。

　職員が説明して回り、粘り強い交流を続け、地域に溶け込んでいった。いま３６人が暮らし、養育相談に訪れる住民もいる。ドラマを見た菅原哲男理事長（７５）は「言葉を選んでほしかった。乱暴すぎる」。

　２０１０年末には、各地の児童養護施設にランドセルが届く「タイガーマスク現象」が巻き起こった。

　支援の輪をブームに終わらせず、施設を巣立つ子の自立支援につなげようと発足した「タイガーマスク基金」の安藤哲也・代表理事は「施設への理解が進んできた中で、ドラマが描くイメージが固定化してしまうのは残念だ」と話す。

■視聴者の目を信頼する声も

　一方、「視聴者はフィクションだと見極める目を持っているのではないか」というのは、テレビ評論家の丸山タケシさん。脚本監修が野島伸司さんであることについて、「世のタブーに触れたがる野島さんらしいお話。ただ今回は結末のつけかたが難しいのでは」。放送作家の町山広美さんは「いきなり、放送中止という強い言葉が飛び出したことに驚いた」。

　テレビ評論家のこうたきてつやさんは「脚本作りの段階で脚本家やプロデューサーの間で議論が尽くされたのか」と疑問を呈する。

　「ポストというあだ名に必然性があったのか。日テレは当事者の抗議を真摯（しんし）に受け止め、不用意だった言葉遣いについては謝罪するべきだ」とした上で、「今後の日テレの対応とドラマの展開を見届けたい」。

　第２回の放送予定は２２日。日本テレビは２１日、朝日新聞の取材に、慈恵病院への事前取材はしていないと認めたが、「放送を中止する予定はない」と回答した。（岩波精）

http://digital.asahi.com/articles/ASG1P5GJRG1PUTIL020.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG1P5GJRG1PUTIL020
・（孫のフシギ）壁をこえて：上　「常識」は世につれ（1月26日）

時代の変遷とともに、「育児の常識」も変わる。戸惑う祖父母世代に向けて、自治体や助産師会などが「孫育て法」を指南する動きが相次いでいる。時に生じる親世代とのあつれきを、何とか減らしたいという思いが背景にある。
　■親世代とのギャップ、歩み寄る試み

　東京都の調布市

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/助産師.html" \o "助産師のトピックスを開く" 助産師会は昨年秋、孫育ての方法を漫画で解説する「すてきなグランマ　グランパ　ガイドブック」を出した＝イラスト。「抱き癖がつくから抱っこしないほうがいいわよ」と話す祖母など、描かれたエピソードはすべて実話だ。企画した一人、助産師の棚木めぐみさん（４７）は「信じてきたことを否定されたくない祖父母と、親の間にあつれきが生じるケースを数多く見聞きします」。

　世界的ベストセラー「スポック博士の育児書」が日本で出版されたのは、１９６６年。「赤ちゃんをベッドに入れ、部屋を出たら戻ってはいけない」などの教えは、その後、親になった世代に影響を与えた。

　ガイドブックは、「私の時はこうだった」と言われて追いつめられる母親の心情も伝える。「母親のつらい気持ちは自分の体験からもよくわかる。ただ、育児には絶対に助けが必要。互いに理解し合えて気持ちに寄り添ってもらえたら、祖父母ほど心強い味方はない」と棚木さんは言う。

　■母親の不安を緩和

　祖父母の側も戸惑っている。岐阜県が２０１０年度、孫育てガイドブックを発行したのは、県の子育て相談窓口に祖父母からの問い合わせが増えたのがきっかけだ。育児法の違いや育児へのかかわり方に悩む声が多かった。石川県の外郭団体も同年度、孫育てガイドを作成。「情報のずれで互いがぎくしゃくする。世代間ギャップを埋められれば」

　祖父母が子どもを育てた時代から、社会状況は大きく変わった。９０年代には、共働き家庭の数が専業主婦家庭数を上回った。「晩産化」も進み、４０代で第１子を産む母親は珍しくなくなった。

　育児の孤立も深刻だ。ベネッセコーポレーションの１１年の調査では、母親の３人に１人が「子どもを遊ばせながら立ち話をする相手が地域にいない」と回答。全国児童相談所長会の０９年のまとめでは、深刻な虐待をした保護者の約３割が援助を求めていた。

　０８年から「子育て・孫育て講座」を始めた日本助産師会の岡本喜代子会長（６５）は「祖父母が育児にかかわることが親の育児不安を和らげ、虐待防止にもつながる」。取り組みを広げようと、各地の助産師らに研修を開いてきた。

　■地域にも活躍の場

　地域の子育ての支援者としても、祖父母世代に期待が集まる。

　１２年度にスタートした横浜市の孫育て講座は「地域の孫育て」も掲げる。母親の孤立を防ごうと父親の育児支援に取り組む過程で、「子育ては家族だけで背負いきれない」と考えたという。子育て支援者育成に０５年から取り組むのは、東京都港区のＮＰＯ法人あい・ぽーとステーション。昨年から「定年後に地域デビューを希望する男性」を対象にした講座も始めた。

　参加した男性（６５）は、低体重で生まれた息子の成長を心配していたころ、近所のおばあちゃんからさりげなく「私の孫もそうだったけど、小学校の頃には追いついたわよ」と言われたことで救われた。そんなおじいちゃんやおばあちゃんの存在が、今の世の中にもきっと必要だと考える。「実習で聞いた『１時間でもほっとする場がほしかった』という母親の話が忘れられない」と話す。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S10945544.html?_requesturl=articles/DA3S10945544.html&ref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S10945544
・「当たり前」ならできるかな　校則にかわる試み　教研集会で報告（1月27日）
　校則というルールで縛るより、「当たり前」のこととしてやろう――。学習や生活習慣を身につけるそんな取り組みが全国の学校に広がっている。滋賀県内で２６日閉幕した日本教職員組合の教育研究全国集会（教研集会）で報告があった。
　報告したのは、山梨県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/甲斐市.html" \o "甲斐市のトピックスを開く" 甲斐市立竜王南小学校の小西一彦主幹教諭（５３）。２０１５年度からの教科化が検討される道徳教育では、学習内容に「公共の精神」や「決まりを身につける」などが盛り込まれている。これらを押しつけでなく「当たり前」のこととして意識し、実践する試みだ。

　一昨年春、全教員に学校の課題を問うアンケートをした。その結果、８割以上の教員が児童に基本的な生活や学習の習慣をつける必要があると答えたという。

　そこで全校の児童と教員が「当たり前」を出し合い、集計結果から同年１２月、学校の「十か条」にまとめた。小西さんは「ルールにすると、拘束性や『破りたい』という意識が生まれる。子どもの『なぜ？』にも、『ルールだから』で終わってしまう。当たり前だからこそ、子どもが自ら意識してできた」と話す。

　昨年秋からは、「我が家の当たり前」もスタート。「○○家の当たり前憲法」などのタイトルで、「履物をそろえる」といった「当たり前」が寄せられた。今後は、地域にも浸透させていく計画だという。

　教研集会では「無批判に『当たり前だからやる』では、規則と変わりがないのでは」といった意見が出た。「道徳」の教科化に伴い、取り組みが学校の「指導」に変わらないかという懸念もある。同小の太田充校長（５７）は「当たり前にやっている実践と道徳で学ぶ内容が補完しあっていけばいいのでは」と話す。

　（河原田慎一）

　【竜王南小の「当たり前十か条」】

第一条　自分からあいさつをする

第二条　時間を守り、けじめをつける

第三条　人の話を聴く

第四条　「ありがとう」「ごめんなさい」をはっきり言う

第五条　人が傷つくことはしない、言わない、いじめない

第六条　忘れ物はしない

第七条　迷惑なことはしない

第八条　無駄口をしないで、そうじをする

第九条　ろうかは静かに歩く

第十条　使ったものは元にもどし、整理整頓をする

http://digital.asahi.com/articles/DA3S10947075.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S10947075
・京都）障害者への虐待、府内で３８人認定（１月２６日）
府内の施設や家庭内で虐待を受けた障害者が、２０１２年１０月～昨年３月の約６カ月間で３８人いたことが府の実態調査で明らかになった。他人の目が届かない閉じられた空間での虐待をいかに防ぎ、早期に発見するか。課題も多い。
　府によると、府内の施設で虐待された障害者は、知的障害や精神障害、発達障害のある６人（４件）だった。いずれも障害者支援施設か、就労機会を提供するための通所施設で起きた。

　虐待の内訳は、殴る蹴るなどの「身体的虐待」が２人（２件）▽暴言や無視などの「心理的虐待」が３人（１件）▽「性的虐待」が１人（１件）だった。

　一方、家庭内で虐待された人は３２人（３２件）に上った。身体的虐待や心理的虐待、性的虐待に加えて、身の回りの世話をしない「放棄・放置」や、無断で財産を奪うなどする「経済的虐待」もあった。複数の虐待を受けているケースも多かったという。

　１２年１０月に施行された「障害者虐待防止法」に基づく厚生労働省の全国調査の一環で、府が昨年６～７月、府内の市町村の担当課を通じて調査した。

　府は虐待のあった施設に改善計画を提出させるとともに、虐待が起きた家庭から保護したり、見守りを強化したりするなどの対応策を取ったという。

　府障害者支援課の担当者は「家庭内の虐待の防止と早期発見をどうするか。あざやケガがある場合には早期に見つけやすいが、放棄・放置や、経済的な虐待は発見が困難だ。担当のヘルパーや相談支援の職員らと密接な情報交換を進めたい」と話している。（小河雅臣）

http://digital.asahi.com/articles/ASG1P6VTHG1PPLZB016.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG1P6VTHG1PPLZB016
・（いま子どもたちは）放課後の家：２　ストレス、いじめで解消していた（1月30日）
　「オレのボール、取れたら合格ね」

　埼玉県飯能市にある原市場（はらいちば）小学校の校庭。隣接する「原市場学童保育かたくりクラブ」の６年三品輝斗（きと）君（１２）が、２年男子にドッジボールの特訓をしていた。低学年だからといって、手は抜かない。ボールはいつも力いっぱい投げる。

　清水一陽（かずあき）君（８）は、胸で受け止めようとするのだが、ボールの勢いではじいてしまって、うまくキャッチできない。続いて挑戦した久林隼人君（８）が両手でしっかりとボールをつかむと、「隼人、すげえ。神！」と、一陽君が叫んだ。

　低学年が、「この学童で一番面白いんだよ」と認める輝斗君は、男子のリーダー的存在だ。学校では、「できる子」と見られているらしい。「輝斗君はしっかりしてるよね」と褒めると、「低学年の頃は、オレも悪かった」と教えてくれた。

　１年の時、クラブのトイレにトイレットペーパーを投げ込んで詰まらせた。正規指導員の河野伸枝さん（５４）が「何かあったの？」と尋ねると、弁当を食べ終わる前に立ち歩き、非常勤の指導員に叱られたためにやったという。嫌いな野菜以外は食べるつもりだったのに、「もう片付けなさい」と言われたのが気に入らなかったのだ。

　河野さんは「自分の思いをうまく言葉にできない子が多い」と言う。だから、攻撃的な行動を頭ごなしに否定せず、その行動の背後にある思いを言葉にしてあげる――。その「翻訳」を繰り返すことで、子ども自身も、自分の気持ちを言葉で伝えられるようになる。

　４年の頃、家族の悩みも抱えていた輝斗君は荒れた。クラブの部屋で、おとなしい子に足を引っかけて転ばせたり、何でもないのにぶつかったり。「オレの唯一のストレス解消は、人をいじめることだ」と、河野さんに打ち明けた。

　河野さんはショックを受けた。「イライラしている時は、コーノに言って。どうすればいいか、一緒に考えていくから」

　輝斗君は、暴れる前に河野さんに伝えるようにした。「コーノ、つまんねー」（杉原里美）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S10952060.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S10952060
＊読売新聞

・恋人の暴力で殺されるかも！改正ＤＶ法の保護は？（1月22日）

相談者　Ｙ．Ｃさん
　裸になり、鏡に映った自分の姿を見たとたん、こらえ切れずに泣き出してしまいました。愛している人から加えられた暴力の跡が、どす黒いアザになって私の全身に刻まれています。

　肉体以上に心が悲鳴をあげていました。私は決心しました。「今度こそ本当に彼と別れよう。彼から逃げよう」と。

　彼とEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(どうせい),同棲)を始めたのは３年前です。私は大手商社に派遣社員として勤めながら、あるエンタメ小説の同人誌に参加していました。そこで知り合ったのが２歳年上の彼です。彼は学生時代から作家志望でした。

　「会社勤めは世を忍ぶ仮の姿だよ」と笑っていた彼が、いきなり辞表を出したのは、文芸誌の新人賞にノミネートされた後でした。「もう少しで専業作家になれる。会社にいては原稿を書く時間が取れない」と思ったからだそうです。とんでもない勘違いでした。彼も作家で食べていくことの大変さを知っていたはずです。文学賞のほとんどの受賞者が「会社はまだ辞めないでください」と編集者に必ず念押しされます。賞を取っても、コンスタントにしっかりした作品を書けずに消えてしまう人がほとんどだからなのです。

　ましてや彼は受賞者ですらないのです。自ら収入の道を絶つことで困窮するのは、目に見えていました。家賃が払えなくなり、とうとう私の１Ｋのアパートに転がり込みました。大家さんには一緒に住んでいることを内緒にしていましたが、アパートの住人は夫婦だと思っていたはずです。

　夜も昼もパソコンに向かって小説を書いている彼。私は一生懸命に支えたつもりでした。しかし、どの新人賞に応募しても、候補作にすらなりません。

　「あの俗物と縁を切ってやったよ」

　２年ほどたったころ、帰宅した私に彼が興奮した調子で言い放ちました。彼を応援してくれていた編集者のアドバイスに逆上し、口論になったようなのです。そのころからです、彼の様子がおかしくなってきたのは。パソコンにも向かわず、昼間からウイスキーをあおって不機嫌そうに寝転がっています。作品はほとんど書けなくなりました。特に機嫌が悪くなるのが、私が会社の同僚と飲んで帰ってくる時でした。根掘り葉掘り聞いてくるのです。

　「誰と一緒にいた。男だろう。どこで何をやっていたんだ」

　ある日、いつものようにからんでくるので適当に笑ってごまかしていました。ところが、「何をにやにやしている。俺をバカにしているのか」といきなり暴力をふるい始めました。私の首を絞めたり、押し倒して殴ったりしました。純粋EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(むく),無垢)で優しくて大好きだった彼。その変わりようがショックで、私は泣くばかりでした。暴力の後、彼は激しく悔やみ、「許してくれ」と涙を流しました。

　彼はとても弱い人なのです。彼の謝罪の言葉を信じて、二度と暴力をふるわないことを約束する念書を書いてもらいました。私は病院にも行かず、警察沙汰にもしなかったのですが……。しかし、その後も彼はささいなことですぐに逆上し、私を殴ったり、蹴ったりしました。その後は、いつも同じように謝罪をして許しを請うのです。

　何度か同じことが繰り返され、私はすっかり疲れてしまいました。輝いていた彼はすっかり色あせてしまいました。今は彼と別れたい気持ちで一杯です。別れ話を切り出せば、暴力をふるわれることは目に見えています。ところが、なかなか言い出せずにいます。私が家出しても、彼は私の居所を突き止め、さらに残酷なことをするはずです。殺されるのではないかとすら思っています。

　先日新聞を読んでいたら、配偶者暴力防止法（ＤＶ防止法）という法律があることを知りました。これまで、夫から暴力をふるわれる妻などを保護の対象としていましたが、法改正で、今年１月から交際相手からの暴力についても配偶者からの暴力の場合と同様に保護を受けることができるというのです。

　私もその法律によって保護を受けたいと思っています。法律の内容を教えていただけますでしょうか。（最近の事例を参考に創作したフィクションです）

回答
繰り返されるＤＶをめぐる痛ましい事件

　２０１３年５月、神奈川県伊勢原市で、「ドメスティック・バイオレンス」（ＤＶ）の被害に悩む女性が、元夫に包丁で切りつけられて意識不明の重体になるという痛ましい事件が発生しました。

　報道によれば、この女性は、２００５年にこの男性と結婚しましたが、すぐにＤＶが始まり、離婚後一時期、ＤＶ被害者を保護する「シェルター」へ避難し、長男には学校で偽名を使わせ、住民票の閲覧を制限する手続きをとっていました。これだけ用心深く暮らしていたにもかかわらず、残念ながら居所を突き止められて被害に遭ったものです。

　事件発生の１か月前、女性が自宅の敷地内に隠しカメラを取り付けた自転車を発見し警察に通報しました。ところが、通報を受けた警察が十分な対応を取らなかったことで最悪の結果を招いてしまい、警察にも非難の声が上がりました。

　被害者の母親が、「結局、誰かが傷つかないと助けてもらえないのかという思いでいっぱいです」とのコメントを事件後発表していますが、この種の事件が発生した際に、誰もが抱く警察への率直な不満であると思います。

　このようにＤＶに絡んだ痛ましい事件が繰り返される中、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、いわゆる配偶者暴力防止法（もしくはＤＶ防止法）が改正されて、本年１月３日から施行されました。今回の改正により、皆さんがＤＶといってすぐに思い浮かべる夫婦間の暴力ばかりでなく、「生活の本拠を共にする交際相手」からの暴力についても、法の適用対象とされることとなります。

　今回は、配偶者暴力防止法の内容をおさらいしつつ、今回の法改正について解説したいと思います。

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは

　「ドメスティック・バイオレンス」とは、英語の「domestic violence」をカタカナで表記したもので、略して「ＤＶ」と呼ばれることもあります。

　一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者からふるわれる暴力」という意味で使用されることが多いようです。内閣府では、人によって異なった意味に受け取られるおそれがある「ドメスティック・バイオレンス」という言葉は正式には使わずに、「配偶者からの暴力」という言葉を使っています。本解説では、文脈によって適宜使い分けますが、基本的には同じ意味であると理解していただきたいと思います。

　そして、この配偶者からの暴力にかかわる通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とするのが、今回改正された、配偶者暴力防止法（もしくはＤＶ防止法）といわれるものです。

　なお、「配偶者」には、従来から、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含み、離婚後（事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。）も引き続き暴力を受ける場合等も含まれるとされていました。これに加え、さらに今回の法改正によって、「生活の本拠を共にする交際相手」からの暴力についても、法の適用対象とされることになったわけです。

　ちなみに、２０１２年４月、内閣府男女共同参画局が発表した「男女間における暴力に関する調査報告書」によれば、女性の約３人に１人は配偶者から被害を受けたことがあり、約１０ 人に１人は何度も受けているにもかかわらず、被害を受けた女性の約４割はどこにも相談していないとのことです。同様に、約１０ 人に１人は交際相手から被害を受けたことがあるにもかかわらず、被害を受けた女性の約３割はどこにも相談していないとの内容となっており、本件問題を巡る深刻な状況が浮き彫りにされています。

交際相手からの暴力も救済の対象
　配偶者暴力防止法は、後述のように、「配偶者」からの暴力の特殊性に鑑みて、被害者に対する支援や、重大な危害を生じさせる恐れがある場合における保護命令等の制度を定めたものです。

　ただ、生活の本拠を共にする「交際相手」からの暴力についても、配偶者と同様の共同生活を営んでいることにより「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(とら),囚)われの身」の状況が存在し、「外部からの発見・介入が困難であり、かつ、継続的になりやすい」ということが認められるほか、ストーカー規制法や刑法などによる救済が困難であって、配偶者からの暴力の被害者と同様の救済の必要性が認められます。そこで、今回の法改正によって、「準用」という形で配偶者暴力防止法の対象とすることとしたものです。

　婚姻関係にない場合のつきまとい等にはストーカー規制法がすぐにイメージされると思いますが、被害者と加害者が同居している事案については、ストーカー規制法による禁止命令の適用が難しく、また刑法の傷害罪などによる事件化も犯行日時の特定や証拠の収集が困難な場合が多いのが実情です。かように、我が国の法制度上、迅速な被害者救済を図ることが難しいケースが問題となる中で、より端的に配偶者暴力防止法における保護命令制度の適用による救済を図ることになった訳です。

　なお、ストーカー規制法については、本連載「昔の知り合いからネットを使ったストーカー行為　どうすればいい？」（２０１２年１２月１２日）をご参照下さい。

生活の本拠を共にする交際相手とは

　具体的に「生活の本拠を共にする」場合とは、被害者と加害者が生活のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(よ),拠)り所としている主たる住居を共にする場合を意味するものと考えられます。

　生活の本拠の所在については、住民票上の住所によって形式的・画一的に定まるものではなく実質的に生活をしていると認められる場所をいい、共同生活の実態により外形的・客観的に判断されるべきものと考えられていますが、補充的に意思的要素が考慮されることもあります。したがって、居住期間の単純な長短のみで「生活の本拠を共にする」かが決まるものではなく、さらに生計が同一であるかどうかという点も、その判断に当たっての主たる要素と考えられないとされています。

　結局、具体的な判断に当たっては、住民票の記載、賃貸借契約の名義、公共料金の支払名義等の資料から認定することができる場合はもとより、そのような資料が存在しない場合であっても、写真、電子メール、関係者の陳述等から生活の実態を認定し、「生活の本拠を共にする」と判断することになります。

　ちなみに、いわゆる法律婚と事実婚の区別については、法律婚における要素である「婚姻意思」「共同生活」「届出」のうち、「届出」がないものが事実婚とされています。「生活の本拠を共にする交際相手」については、さらに「婚姻意思」も認められない、「共同生活」のみを送っている場合が想定されています。したがって、共同生活を送っているが「婚姻意思」が認定されないために、「事実婚」としての救済対象とならなかったようなケースが、今回新たに保護の対象になるわけです。

暴力と暴言…典型的なＤＶの態様

　殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもので、傷害罪や暴行罪に該当する違法な行為が典型的なものとなります。しかし、心ない言動等によって相手の心を傷つけるもの（精神的な暴力）もＤＶとされています。

　精神的暴力については、その結果として、 ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）に至るなど傷害罪とみなされる場合も考えられます。その程度に至らない場合でも、例えば、以下のような場合が挙げられます。

　大声でどなる／「誰のおかげで生活できるんだ」などと言う／実家や友人とつきあうのを制限したり電話や手紙を細かくチェックしたりする／何を言っても無視して口をきかない／人の前でバカにしたり命令するような口調でものを言ったりする／大切にしているものを壊したり捨てたりする／生活費を渡さない、外で働くなと言ったり仕事を辞めさせたりする／子どもに危害を加えるといって脅す／殴るそぶりや物を投げつけるふりをして脅かす…などが挙げられます。

加害者の暴力から逃げられない多くの理由

　ＤＶの特徴として、被害者が加害者の暴力から逃げられないことが挙げられています。「逃げたら殺されるかもしれない」という強い恐怖心や、暴力をふるわれ続けることにより、「自分は夫から離れることができない」「助けてくれる人は誰もいない」といった無気力状態に陥っていたりすることが理由の場合があります。また、「暴力を振るうのは私のことを愛しているからだ」「いつか変わってくれるのではないか」という相手に対する思いが、被害者であることを自覚することを困難にし、複雑な心理状態に陥らせています。

　また、夫の収入がなければ生活することが困難であるため、今後の生活を考えると逃げることができないといった経済的な問題、子どもがいる場合は子どもの安全や就学の問題、あるいは仕事を辞めなければならなかったり、これまで築いた地域社会での人間関係など失うものが大きいことなども、加害者からの逃避を妨げている理由として考えられます。

　冒頭の内閣府の調査でも、ＤＶ被害をどこにも相談しなかった理由として、「自分にも悪いところがあると思ったから」「自分さえ我慢すればなんとかこのままやっていけると思ったから」「相談しても無駄だと思ったから」「恥ずかしくて誰にも言えなかったから」「世間体が悪いと思ったから」「相手の行為は愛情の表現だと思ったから」「他人を巻き込みたくなかったから」「そのことについて思い出したくなかったから」「他人に知られるとこれまで通りのつきあい（仕事や学校などの人間関係）ができなくなると思ったから」「どこ（だれ）に相談して良いのか分からなかったから」「相談したことが分かると仕返しを受けたり、もっとひどい暴力を受けると思ったから」……など様々な事情が挙げられています。

　さらに、ＤＶの特徴として、家庭内で繰り返されるケースが多く、周囲の者が容易に暴力の存在を認知できない場合もあることから、配偶者からの暴力が周囲に顕在化した時点では、被害者のダメージは既に深刻な程度に至ってしまっているといった問題があるとも言われています。

　これらＤＶの特徴ですが、その多くの部分が、家庭内における配偶者からの暴力の場合のみならず、一緒に生活している交際相手からの暴力の場合にも、同様に当てはまることがお分かりになるかと思います。

被害者の対処方法…刑事・民事事件になる前に
　ＤＶにおける被害者側の対処方法としては、傷害罪などで刑事事件に発展させることで、警察に介入してもらうことが考えられますし、民事事件としては、不法行為に基づく損害賠償請求の問題とすることが考えられます（配偶者間の場合には、離婚を巡る裁判の中で慰謝料請求として現れることが多いと思います）。

　ただ、刑事事件にする場合、傷害の程度など、その被害が相当のレベルに達している必要があるでしょうし、民事事件の場合でも、裁判における立証といった問題がありますので、実際のハードルは決して低くはありません。

　そこで、このような問題に発展させる前段階として、活用されることが想定されているのが、配偶者暴力防止法に定められた諸制度です。

　配偶者暴力防止法は、２００１年１０月１３日に施行され、幾度かの改正を経て、現在の法令となっています。なお、今回の改正では、保護対象の拡大に伴って、法律の正式名称が、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められています（「等」の言葉が追加されているわけです）。

保護命令…具体的な保護のための制度

　配偶者暴力防止法で活用されている制度に「保護命令」という制度があります。保護命令とは、被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するために、裁判所が配偶者に対し出す命令のことで、以下の５つの類型があります。

　＜１＞被害者への接近禁止命令
　＜２＞被害者への電話等禁止命令
　＜３＞被害者の同居の子への接近禁止命令
　＜４＞被害者の親族等への接近禁止命令
　＜５＞被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令

　なお、以下に出てくる「配偶者」には、既に述べましたように、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者や、今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手も含めて考えて下さい。

　＜１＞は配偶者に対し、６か月間、被害者の身辺につきまとったり、その住居、勤務先など被害者が通常いる場所の近くをうろつくことを禁止する命令です。
　＜２＞は配偶者に対し、６か月間、面会の要求や無言・夜間の電話等、法律の定めるいずれの行為をも禁止する命令です。
　＜３＞は子を幼稚園から連れ去られるなど、子に関して被害者が配偶者に会わざるを得なくなる状態となることを防ぐのに必要があると認められるとき、配偶者に対し、６か月間、被害者と同居している子につきまとったり、住居、学校などその子が通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。
　＜４＞は配偶者が被害者の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴れるなどして、その親族等に関して被害者が配偶者に会わざるを得なくなる状態となることを防ぐのに必要があると認められるとき、配偶者に対し６か月間、被害者の親族等につきまとったり、住居、勤務先などその親族等が通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。
　＜５＞は被害者と配偶者が同居している場合で、被害者が同居する住所から引っ越しをする準備等のために、配偶者に対し、２か月間、その住居からの退去及び住居の付近をうろつくことを禁止する命令です。

保護命令に関する手続き

　最初に、被害者本人が裁判所に保護命令を出すよう申し立てをすることになります。親族や子らが代わりに申し立てたり代理することはできません。

　具体的には、配偶者の住所を管轄する裁判所（もしくは、被害者の住所又は居所を管轄する裁判所、配偶者からの暴力、脅迫が行われた地を管轄とする裁判所）に対し、身体に対する暴力（性的暴力・精神的暴力はこれには含まれません）または生命・身体に対する脅迫を受けた状況、当該暴力により被害者の生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいという事情等を記載することになります。

　申立手数料は印紙代１０００円のほかに予納する郵便切手代（２５００円分）などがかかりますが、通常の民事訴訟のように実費だけで何万円もするような場合と比べると、利用しやすい負担となっています。申し立てがなされた場合、保護命令が発せられるまでの期間については、それぞれの事案によって異なってきますが、裁判所は速やかに裁判をすることとなっています。

　また、この保護命令が発せられた場合、裁判所は、警察や、被害者が相談をした配偶者暴力相談支援センター等に保護命令が発せられたことを通知することとなっており、保護命令に違反した場合は、違反した加害者には、「１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する」という罰則が設けられていますから、ある程度の実効性を伴うものといえます。

　なお、配偶者暴力相談支援センターとは、都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設であり、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、＜１＞相談や相談機関の紹介＜２＞カウンセリング＜３＞被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護＜４＞自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助＜５＞被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助＜６＞保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助などを行っています。

　ご相談の事案においても、まずは、警察や配偶者暴力相談支援センター等の支援を得て、加害者の暴力から逃げることが可能になるかと思われます。

損害賠償請求について

　なお、前述したように、不法行為に基づく損害賠償請求事件を提起することもできます。例えば、東京地方裁判所は、平成１９年２月２日付判決で、加害者の被害者に対する暴力行為の有無、程度、態様及び損害の有無、程度について判断し、加害者に総額で約２８５万円の損害賠償を支払うよう判示しました。

　ただ、現実問題として、損害賠償請求より、まず、身体、生命の安全や、平穏な生活の確保が優先されると思いますので、前述のように、配偶者暴力防止法上の保護命令の申し立てをすることが、被害から抜け出す最初の一歩として重要です。まずは、一人で悩むのではなく、関係する各組織に対し、積極的に相談をすることから始めることをお勧めしたいと思います。

　ちなみに、神奈川県警では、県警の不適切な対応が明らかになった冒頭の女性刺傷事件を教訓に、警察署に寄せられる相談や情報を集約・分析し、迅速に対応する体制を整えるため、ＤＶ、ストーカー、児童虐待などの事案を担当する専門部署を２０１３年７月に立ち上げて成果を上げているとのことです（人身安全事態対処プロジェクト）。

ストーカー規制法も改正へ

　余談ですが、配偶者暴力防止法と同時期に、ストーカー行為への対応を強化するストーカー規制法も改正されました（既に施行済み）。電子メールを送信する行為の規制対象への追加、禁止命令等を求める旨の申出及び当該申出をした者への通知等つきまとい等を受けた者の関与の強化、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援の明記、禁止命令等をすることができる公安委員会等の拡大などといった措置が講じられたものです。

　相手に拒まれたのに繰り返し電子メールを送信する行為については、２０１２年１１月に発生した神奈川県逗子市のストーカー事件において、旧法の下では、禁止される「つきまとい等」に該当しないとされ、警察が立件を見送った結果、女性が殺害されるという悲劇的な結末を迎えた事に対する反省が背景にあります。
ストーカー規制法、配偶者暴力防止法の相次ぐ改正によって、交際相手や配偶者などから加害を受ける女性が少しでも救済されることを願ってやみません。

http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/law/20140120-OYT8T00707.htm
・（いま子どもたちは）居場所を求めて：反響編　子どものＳＯＳ、見逃すな（１月３０日）
昨年１２月２８日付朝刊まで１２回連載した「いま子どもたちは／居場所を求めて」に、様々な反響が寄せられた。同世代の若者からの応援メッセージのほか、子どもたちへの公的な支援の充実を求める声があった。
　連載１～３回目に登場した、親から食べ物を与えられず、身の回りの世話もしてもらえなかった少女（１９）の生い立ちについて、茨城県の男子高校生（１８）は「自分と重なる部分が多かった」と記した。

　男子高校生の父は酒やパチンコに金をつぎ込み、母に日常的に暴力を振るった。母は子どもに当たり散らし、家事も育児もしなかった。祖母が送ってくれた金で即席麺を買ったり、炊飯器にこびりついた米をそぎ落として食べたりしていた。給食費や教材費が払えず、学校にはあまり行かなかったという。

　中１の夏休み、耐えかねて２歳下の弟と一緒に電車で茨城県の祖母宅に行った。「もう帰りたくない」と訴えると、祖母は２人を引き取ってくれた。今、叔母を含めた４人で暮らす。

　男子高校生は「自分のように親戚に助けてもらえる子ばかりではないが、困難な状況を乗り越えるには、学校の先生でも地域の大人でも交番の警察官でもいいから、話を聞いてくれる大人を見つけ、助けを求めることが大事」と訴える。

　「周りの大人が子どもたちのＳＯＳに気づき、手を差し伸べられる社会であって欲しいと思います」

　「厳しい家庭環境の子どもたちが安心して学校に通えるための支援を」との意見も寄せられた。

　京都市の図書館司書、中森さやかさん（３４）は、「衣食住の適切なケアを受けられない子は、家庭での不安や恐怖に加え、学校でも屈辱に耐えねばならず、二重の重荷を背負っている」と指摘する。「適切な世話を家庭で受けられない子どもたちに、服や学用品など最低限必要なものを用意してあげる機関や仕組みがあれば、子どもたちの苦しみも少しは和らぐのではないでしょうか」

　京都市の主婦、関純子さん（６９）も「ご飯が食べられない、学校にお金を持って行けないという子は、ほかにもきっといるでしょう。せめて義務教育の間は、そんな子どもたちが学校での諸経費を心配しなくて済むよう、制度を整えるべきです」と訴える。

　福祉の専門家からの意見もあった。ケースワーカーの経験があり、貧困問題や生活保護制度に詳しい花園大学

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/社会福祉学.html" \o "社会福祉学のトピックスを開く" 社会福祉学部の吉永純教授（５８）は「育児放棄や親からの虐待、親の病気など深刻な背景を抱える子どもたちは、学習支援教室などを開いても、そこに来る気力も親の理解もなく、支援が届きにくい」と指摘する。

　親が社会から孤立している場合も多く、「福祉事務所のケースワーカーや学校の教師、スクールソーシャルワーカー、ボランティアなどいろいろな立場の大人が協力して、親の支援も含めて働きかけていくことが大切だ」と話す。（斉藤純江）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S10952062.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S10952062
*毎日新聞
・発信箱:あれから１年＝落合博（1月9日）

　罰とは罪を犯した者に下されるものであれば、学校の運動部で繰り返される暴力指導を「体罰」と呼ぶのは間違っている。

　「学校・スポーツから体罰・暴力をなくすために」と題した昨年１２月のシンポジウムで全国柔道事故被害者の会の会長、村川義弘さんが発した言葉を伝えたい。「子どもたちは罰せられるような悪いことをしたのか。彼らが受けたのは暴力であり、虐待です。『体罰』なんて言葉を使っている限り、暴力はなくならない」

　村川さんは２００９年夏、当時中学１年生で柔道部員だったおいを亡くした。乱取り練習で意識障害を起こしていたにもかかわらず、ひとりだけ畳の上に残され、最後は男性顧問に返し技で倒されて意識を失い、約１カ月後に亡くなった。

　１３年は「指導の一環」と称する、部活動における暴力の実態が知られた年だった。

　顧問の男性教諭から暴力を受けていた大阪市立桜宮高校の男子バスケットボール部員が自殺していたことを大阪市教育委員会が公表したのは昨年１月８日。顧問は懲戒免職となった後、傷害と暴行の罪で在宅起訴され、有罪判決を受けた。

　あれから何が変わって、何が変わらなかったのか。笹川スポーツ財団が昨年７月に実施した調査によると、高校の部活動（文化系を含む）における暴力行為は減少している。一方、指導者から暴力行為を受けた経験のある者の約７割が「部活動に満足している」と回答した。根っこは深い。

　子どもたちが安全な環境で安心してスポーツを楽しめるために何を変えていかなければならないのか。「魂の叫び」にも聞こえた村川さんの言葉をかみしめながら考える。（論説委員）

http://mainichi.jp/shimen/news/20140109ddm005070003000c.html
・社説:スポーツと暴力　新機関を機に根絶図れ（1月10日）
　アスリートが受けた暴力やパワハラ、セクハラなどの相談や調査を担う第三者機関が日本スポーツ振興センター内に設置され、１０日から受け付けを始める。スポーツをする人の権利を守るために必要な仕組みだ。不祥事が起きにくくなる抑止力としての働きも期待できる。

　殴る、蹴るなどの身体的制裁、言葉や態度による人格の否定、脅迫、威圧、いじめをはじめとするハラスメント、「しごき」や「かわいがり」と呼ばれる不合理な指導は、スポーツそのものの存在をも危うくすることを強調したい。

　顧問から日常的に暴力を受けていた大阪市立桜宮高校バスケットボール部員が自殺した事件を契機に昨年１月以降、スポーツ現場に根深く残る暴力指導の実態が表面化したことを受け、文部科学省の有識者会議が検討を重ねていた。

　相談、調査には弁護士や臨床心理士、元五輪選手らが当たる。重大な事案と判断すれば別の専門家が再調査を行い、その結果に基づいて競技団体などに勧告や助言を行う。

　競技団体が調査に応じるかどうかは任意とし、勧告や助言についても強制力は持たせないことにした。自浄能力が期待されていることをスポーツ界は忘れてはならない。

　当面はトップ選手が対象だが、実績や検証を積み重ね、将来は学校の部活動に参加する子どもたちへも拡大していく方針。暴力指導は部活動の方がより広範で深刻だからだ。

　有識者会議は並行して、加害者に対する処分基準の指針案を策定した。全日本柔道連盟で昨年発覚した助成金の不正受給、役員人事をめぐる組織の内紛などにも対応できる内容になっている。

　文科省によると、国内に６１ある統括競技団体のうち処罰規定を設けているのは昨年９月時点で３３、検討中が２２などとなっている。

　スポーツ基本法には、競技力の向上だけでなく、ガバナンス（組織統治）の構築も競技団体の努力義務として明記されている。しかし、現実には人材や財源をはじめ組織として未成熟な競技団体が少なくない。積極的な取り組みをしている競技団体には補助金を増額するなどガバナンスを促進させるような誘導策を検討する時期に来ている。

　２０２０年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピックに向けて、早くもメダルの獲得目標を打ち出している競技団体がある。

　スポーツの価値をおとしめ、アスリートの人格を否定する暴力を根絶しなければ、国際大会でメダルを何個獲得できたとしても、スポーツ界への真の信頼と信用は取り戻せないことを肝に銘じてほしい。

http://mainichi.jp/opinion/news/20140110k0000m070123000c.html
・社説:道徳の教科化　規格化はそぐわない（1月12日）
　小中学校の「道徳の時間」を「特別の教科」にし、算数や数学、国語のように検定教科書を導入する。

　識者懇談会の提言を文部科学省は近く中央教育審議会に諮問し、２０１８年度にも実施の見通しだ。

　いわば「格上げ」だが、それがなぜ必要なのか分かりにくい。まして内面の価値観や多様性を踏まえて行われるべき道徳教育に、こうした規格化が果たしてプラスなのか。

　道徳教育の強化は現政権の政策の柱だ。一連のいじめ問題が具体化の契機にもなり、いじめ防止対策推進法は学校に道徳教育の充実を義務づけた。確かに、いじめのような問題が、心の教育のあり方を見直す論議にもつながるのは自然なことだ。

　しかし、それは道徳の「教科への格上げ」という形ではなく、もっと内容の改革や充実、先生への支援策に向かうべきではないだろうか。

　道徳は教科ではないから、検定教科書も成績の評価もない。これまで副教材として文科省作成の「心のノート」などが使われてきた。今回の道徳充実策を受け分厚くした「私たちの道徳」を全国の小中学生に配布するが、教科化段階では教科書会社が内容を競う検定教科書を用いる。

　今後、中教審を経て学習指導要領改定を告示、これに基づいた教科書編集、文科省の検定、現場の採択という手順を踏むが、その前に、もっと論議を積むべきことは多い。

　先生たちにはとりわけ「評価」が悩みのタネだ。懇談会の報告も、道徳性は極めて多様な心情、価値、態度などを前提としているから数値による評価は不適切、と断じた。

　そこで、子供たちの「学習の様子を記録し、その意欲や可能性をより引き出したり、励まし勇気づけたりするような記述」などを例示するが、何をどういう観点で見て判別していくのか。これは何を目的に、どういう教育を進めるかという問題に結びついていて、とても重要だ。

　また教科書検定基準が改められ、「よりバランスの取れた記述」を求められるうえ、教育基本法の目標に照らし「重大な欠陥」があれば不合格となる。道徳の場合、「バランス」「模範」を意識するあまり画一的で「無難」な素材選びや記述に傾きはしないか。これも気になる。

　しかし、本来は教科書に頼るのではなく、先生が身近な問題やテーマで授業を工夫し、多様な見方、感じ方から、個人の尊厳や思いやり、互助、勇気、答えがすぐ出ない問題も考える。それが基本でありたい。

　思うことや意見を率直に口にしたら、「規格」に合わないかもしれない−−。もし、子供たちにこんな警戒心を芽生えさせることでもあれば、元も子もない。

http://mainichi.jp/opinion/news/20140112k0000m070100000c.html
・１５歳のニュース:スクールクライシス学校危機・心と命を救おう　人が妬ましくなったら／大阪

（1月25日）
　◆武田さち子さんと考える

　◇何がどう、うらやましいか見つめる　自分自身の長所を探し、伸ばそう

　人気漫画をめぐって企業や報道機関などに相次いで脅迫文が届くなどした事件の容疑者が逮捕されました。男は漫画家を目指していたがうまくいかず、作者に妬みがあったと報道されています。

　他人をうらやましいと思う気持ちは誰にもあります。妬みがいじめの動機になっていることもめずらしくありません。

　では、私たちは妬みの感情とどうつきあっていけばよいのでしょうか。

　まずは、他人をうらやましいという自分の気持ちを素直に認めることです。誰の、どんな部分について、どううらやましいと思うのか、自分と向き合ってみましょう。

　それが努力次第で手に入れることができるものであれば、具体的な目標にして、実現するための計画を立てるのも一つの方法です。マイナスエネルギーも、気持ちの持ちようで、自分を高めるプラスのエネルギーに変換することができます。

　努力しても得られそうにないものであれば、それに代わる価値のあるものを探してみましょう。「隣の芝生は青い」と言います。同じものやもっとよいものを持っていても、他人がよく思えたりします。身近な相手であれば、「あなたのここがうらやましいと思っている」と言葉にしてみるのもよいかもしれません。

　他人からはうらやましがられるようなことが、実はその人にとってコンプレックスだったり、悩みの種だったりすることがあります。

　背の低い人は背の高い人をうらやましいと思っていても、高い人は自分の身長が高すぎると悩んでいるかもしれません。親が著名人の場合、周囲の人は自分自身を見てくれないと感じていたり、いつも親と比較され不満に感じているかもしれません。また、見えないところですごく努力していることもあります。

　話してみると、別の一面が見えてきたりします。その人自身が気に入っている部分であれば、ほめられたと感じて喜んでくれるでしょうし、もしかすると、あなたのすてきなところも教えてくれるかもしれません。

　それから、自分と誰かを比べるのをやめましょう。世の中に同じ人間はいません。一人一人が違うから価値があり、互いの足りないところを補いあえます。他人の素晴らしさを認めつつ、あなたの魅力を探しましょう。

もし、自分に自信がもてなかったら？　意識して長所を伸ばし、自分の魅力を育てていきましょう。そのときに、すてきだなと思う人を目標にすると、やるべきことが見えてきます。比べて卑屈になるのではなく、他人の良いところを積極的に取り入れましょう。
　脅迫事件で、容疑者の男は全国約４００カ所の施設に作者を中傷する脅迫文などを送り付けたそうです。誰かを貶（おとし）めるために使う時間とエネルギーを、自分を高めることに使えたらどんなによかったでしょう。生きづらいからと罪をおかせば、ますます自分を苦しめる結果になります。

　しかも、仮に相手を不幸に陥れることができたとしても、快感は一時だけで、またすぐに別のターゲットを見つけることになるでしょう。自分自身の生活は何もかわらないのだから当然です。

　犯行が世間に注目されれば、少しよい気分になるかもしれません。しかしそれは本当の声援ではありません。負の感情は、同じような不満を抱く人たちに連鎖しやすく、模倣犯も出ます。そのきっかけをあなたが作ったのだとしたら、責任の一端は負わなければならないのではないでしょうか。一時の感情にまかせるのではなく、最悪の結果を考えて行動しましょう。

　今回の事件で死者は出ていませんが、コンビニから回収された毒物入りの菓子を、もし子どもが食べていたら、大変なことになっていたかもしれません。脅迫によってイベントが中止になったり、商品が売れなくなったら、損害を受ける人たちがたくさんいます。場合によっては刑事罰とは別に、多額の損害賠償を求められるかもしれません。犯行がばれれば、あなたの周囲の人をも悲しませることになります。

　そして、ターゲットにされた相手の気持ちを考えてみましょう。努力して成功したのに、足を引っ張られたら、どんなに理不尽に思うでしょう。誰にも他人の幸せを奪う権利はありません。

　妬みに根ざした行動は、誰も幸せにしません。結局、自分が努力して、自分を幸せにするしかないのです。（ＮＰＯ「ジェントルハートプロジェクト」理事）

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140125ddlk27100372000c2.html
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:東日本大震災：被災地の子供、心に影　教研集会で報告（1月27日）
　東日本大震災で被災した子供たちが、ストレスから友人との関係をうまく築けないでいることについては、滋賀県で２６日まで開催された日本教職員組合（日教組）の教育研究全国集会でも報告された。中には東京電力福島第１原発事故に絡む「いじめ」の具体例もあり、「心の復興」の難しさが浮き彫りになった。【田中将隆、水戸健一】

　◇「原発の所に帰れ」「脱北者」といじめ　震災前にできた整列、今はできず

　「原発の所に帰れ」。福島県内の中学校に勤務する女性講師（２７）は、けんかでの生徒の言葉に胸を痛める。「軽い気持ちなのだろうが、言われた子供は深く傷つく」。こうしたいじめは昨年から目立ってきたという。

　中学の北に位置する原発周辺地域からの転校生を「脱北者」と呼び、のけ者にするケースも。女性講師は「原発さえなければとの思いから、原発近くで暮らしていた人に怒りの矛先が向く雰囲気があり、子供も影響を受けている」と述べた。

　「震災でたくさんの人が亡くなったのを見たのに、平気で『死ね』『消えろ』と言う」。津波被害を受けた沿岸部の小学校で３年生の学級担任をしている男性教諭の報告だ。

　１、２年時に他校の体育館などに間借りして授業を受け、仮設住宅暮らしが長い子供もいる。男性教諭は「ストレスを抱えて相手の気持ちに寄り添えず、人間関係を築けない子供が増えた。発達に課題のある児童は学級の半分」と明かす。

　震災前の３年生にできた集会での整列が、今の学年にはできない。「震災の混乱で学校が十分しつけをできず、保護者も子供をみる余裕がない。『荒れる』背景をきちんと分析しなければならない」と教諭は語った。

　３日間で約１万人が参加した集会は２６日、「すべての子供に豊かな学びを保障することの重要性を共有した」などとするアピール文を発表し、閉幕した。

http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20140127org00m040002000c.html
・いじめ防止:県教委、意見を募集　／徳島（1月30日）

いじめから子どもを守る「県いじめ防止のための基本的な方針」の策定に向け、県教委が骨子案に関する意見を募集している。学校政策課は「いじめ根絶のために地域や家庭の声を聞きたい」としている。２月１０日まで。
　骨子案は、大津市の中２男子いじめ自殺を受けて昨年９月に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、県教委と県内の大学教授や児童相談所職員らのプロジェクトチームがまとめた。政府の基本方針に加え、鳴門教育大と連携した「予防教育」やコンビニエンスストアと協力した地域ぐるみの「見守り活動」など、独自の対策を盛り込んでいる。

　一般から寄せられた意見は、骨子案の修正や新項目の追加に反映される。正式な方針策定は３月の予定。郵送、ファクス、電子メール以外に、平日は県教委への直接持参も受け付けている。詳細は県のホームページで。問い合わせは県教委学校政策課（０８８・６２１・３１３８）へ。

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140130ddlk36100421000c.html
・新教育の森:体罰対策／４　連鎖を絶つ　九州共立・大木寺准教授、勝利至上主義の功罪問う　「絶対視」見直して　／福岡（1月31日）
　◇人間形成に言及

　九州共立大（北九州市）スポーツ学部の木寺英史准教授（５５）は、約２年前から、体育教員を目指す学生に、「武道論」を通じて勝利至上主義の功罪を問う取り組みをしている。幼少期に虐待を受けた人が親となって我が子に虐待を加える傾向があるのと同様、体罰にも連鎖があるのではないか。学生と会話中、ふと感じた疑問がきっかけだった。【関東晋慈】

　「これまで体罰を受けたことがない人は」。１月１４日にあった講義でジャージー姿の学生約８０人を前に、木寺さんが尋ねると、挙手したのは女子水泳部員１人だけ。また、昨年６月に同学部新入生（約３２０人）対象のアンケートでは回答した１５９人中約４割の６５人が「体罰的指導が必要」と答えた。その半数以上は強豪校からの推薦などでの入学で「強豪校出身ほど、体罰を容認する傾向があり、体罰の連鎖を絶つ必要がある」と木寺さんは強調する。

　木寺さんは筑波大在学中、全日本大学剣道優勝大会（団体）で準優勝するなど輝かしい実績を残してきた。卒業後、福岡県内の中学の体育教員になった。

　着任早々、校長に呼ばれた。「たたいて指導してください」。当時、教育現場には、体罰を容認する雰囲気があり自身も体罰をする側にいた。その後、生徒と話す機会があり、どんなにつらかったか反省。以来「教育に暴力が入り込んではならない」と決して手を出さなくなった。

　高専などを経て２年前、同大に。早速、ゼミ学生に関心があるテーマを聞くと、多くが「体罰」を挙げ、小中高校時代に自らも受けたことがあるという。講義に体罰を取り上げる必要性を痛感。担当する「武道論」「スポーツ指導論」はともに半期１５コマ（１コマ９０分）あり、主に３年生対象の武道論に、体罰をテーマにしたカリキュラムを組み込んだ。

　１４日の講義は、元プロ野球選手、松井秀喜さんが高校球児として出場した夏の甲子園（１９９２年）での５打席連続敬遠や、大分市立中学剣道部で昨年発覚した体罰、大阪市立桜宮高体罰事件（２０１２年）−−などを題材にした。当時の新聞記事やニュース映像なども使い勝利至上主義について考えた。

　木寺さんは、技を磨くことによっての武道の人間形成の側面に言及。「勝利ではなく、自分の限界を乗り越えることが大切。部活、スポーツで勝敗を絶対とする考え方を見直してほしい」と話した。

　文部科学省の「運動部活動の在り方に関する調査研究報告書」（１３年５月）は「大学は指導のための研究を積極的に進め、その成果を教員の養成、指導者の資質向上に生かすことが期待される」としており、同省スポーツ・青少年局の担当者は木寺さんの講義について「スポーツを教育活動の一環としてとらえて体罰を無くす取り組みで他大学も実践してほしい」と評価する。
　講義後、高校柔道部で全国大会８位となった４年、藤本一裕さん（２２）は「殴られても納得していたが、やはり許されないと感じた。教員になったら生徒のことをまず第一に考えたい」と話す。

　体育教育に詳しい立命館大産業社会学部の原尻英樹教授（武道的身体論）は「日本の体育教育は戦前の軍隊式指導、精神主義を残し、教員は大会の成績で評価される。社会問題も合わせて考えた教員養成が欠かせない」と指摘している。＝この項おわり

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇運動部活動の在り方に関する調査研究報告書

　バスケットボール部主将が体罰を苦に自殺した大阪市立桜宮高の事件（２０１２年１２月）を受けた調査で、文部科学省が昨年５月にまとめた。「学校教育法で禁止されている体罰を厳しい指導として正当化するような認識があるとしたら、それは誤り」とした上で、生徒にとってのスポーツの意義や目的、科学的な指導力向上などを提言した。

〔福岡都市圏版〕

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140131ddlk40100379000c2.html
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